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住宅ストック数の推移と総ストック数に占める民間賃貸住宅の比率の推移

21,090 

25,591 

31,059 

35,451 

38,607 

42,007 

45,879 

50,246 

53,891 

57,586 
60,629 

13,093 
14,594 

17,007 
19,428 

21,650 
22,948 24,376 

26,468 28,666 
30,316 32,166 

7,281 
9,604 

11,723 12,689 12,951 14,015 
15,691 16,730 17,166 17,770 18,519

4,904 
6,527 

7,889 8,408 8,487 9,666 10,762 
12,050 12,561 13,366 14,583 

23.3%
25.5% 25.4%

23.7%

22.0%
23.0% 23.5% 24.0% 23.3% 23.2% 24.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

S38
(1963)

S43
(1968)

S48
(1973)

S53
(1978)

S58
(1983)

S63
(1988)

H5
(1993)

H10
(1998)

15
(2003)

H20
(2008)

H25
(2013)

住宅総ストック総数1)

持ち家

借家

民間賃貸住宅（借家の内数）

住宅ストック総数に占める

民間賃貸住宅の比率

出典：総務省「住宅・土地統計調査」

１） 「住宅ストック総数」には、持家・借家に加え、「住宅の所有の関係が不詳なもの」が含まれている

（千戸）

○住宅ストック総数の増加に伴い、民間賃貸住宅も増加してきており、住宅ストック総数の22～25%で推移している。

（年）
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参考資料４
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賃貸住宅に関する相談件数

（件数）

出典：独立行政法人国民生活センター資料（平成26年9月30日までのＰＩＯ－ＮＥＴ登録分）を基に、国土交通省において作成。
※ 「消費生活相談件数」は、全国の消費生活センター等で受け付けた相談の総件数
※ 「賃貸住宅」は、「賃貸アパート・マンション」、「借家」、「間借り」に関する相談を合計したもの

（件数：千件）

「賃貸住宅」に関する相談件数（全国）
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民間賃貸住宅の1ヶ月当たりの家賃（木造、非木造別）

注：１か月当たり家賃・間代(円) 家賃0円を含まない民営借家が対象
出典：平成25年住宅・土地統計調査 確報集計
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民間賃貸住宅における世帯人数

出典：平成25年住宅・土地統計調査 確報集計
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借家の入居率

注：借家の入居率は、各都道府県における、賃貸用の住宅空き家数（①）と居住の用に供している借家数（②）から算出している。入居率=②/（①＋②）
出典：平成25年住宅・土地統計調査 確報集計
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首都圏、中京圏、近畿圏における民間賃貸住宅の定期借家制度の利用率推移

（出典）「国土交通省住宅市場動向調査」をもとに作成
※ 調査の対象：民間賃貸住宅（社宅、公的住宅、学生アパートを除く）に入居した人
※ 調査の地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、中京圏（岐阜県、愛知県、三重県）、近畿圏（京都府、大阪府、兵庫県）

○賃貸住宅契約に占める定期借家の利用率は、2～４%台で推移。
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ビルのテナント契約における定期借家制度利用状況等

7

定期借家制度の利用状況 利用状況の推移

・平成25年の調査と比べるとテナント契約のうち、定期借家契約を

締結しているビルは全体で１２ポイント増えている。

・平成26年4月1日現在、テナント契約のうち、定期借家契約を締結

しているビルは全体の５３．２％。

（出典）日本ビルヂング協会連合会「ビル実態調査」をもとに作成
※ 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会連合会所属のビルを対象に実施したもの
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住生活関連サービスについて

住宅関連サービス
○住宅の新築

医療・福祉 子育て

食事

エネルギー

コミュニティ
コミュニティ・カフェ
コミュニティ・サロン

電力、ガス
(省ｴﾈ・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理)

在宅介護、看護、高齢者見守り
（長寿社会・健康増進）

宅配、外食

保育、見守り
（子育て支援）

教育
学校、塾

(生涯学習)
新築

流通

金融

除却

増改築

住宅相談○住宅購入、ﾘﾌｫｰﾑ・ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、資産活用等の相談

○ﾘﾌｫｰﾑ・ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

○不動産売買

維持管理○住宅維持管理

○解体

保険 〇住宅瑕疵保険、火災保険

〇住宅ﾛｰﾝ、ﾘﾌｫｰﾑ一体型ﾛｰﾝ、
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ

買い物・清掃

家事代行

防犯

ホームセキュリティ

趣味・カルチャー
カルチャー教室
スポーツ・レジャー施設

就労

（居住地近辺での就職支援）

ＩＣＴ
通信、ＳＮＳ、テレワーク
(先端技術を活用した
住生活・就労支援)

公共交通（鉄道、バス等）
カーシェア、自家用車

移動

金融・保険 就労支援、ｼｪｱｵﾌｨｽ

○ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ
○住宅履歴情報
○住宅性能評価

検査等

○ 住宅の新築・維持管理・流通等の住宅関連サービス、住宅に関わる保険や金融のほか、これらの
サービスを取り巻く多様な住生活関連サービスが存在する

○住宅の賃貸
( DIY型賃貸、
ｺﾐｭﾆﾃｨ賃貸等)

賃貸
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○ 住宅リフォーム事業には、様々な種類の事業者が参入している。主な担い手は、「地場工務店系」
及び「住宅設備機器・建材メーカー系」となっている。

○ 新設住宅と比較して、小規模事業者のシェアが大きいと考えられる。

住宅リフォームの担い手

地場工務店系
33,000(-7.8%)

←

工
事
規
模

大

住宅設備機器・
建材メーカー系
15,500(-3.1%)

リノベーション系
1,280(-3.0%)

エネルギー
供給事業者系
2,650(-8.6%)

ハウスメーカー系
6,300（+4.1%)

専門工事業系
7,800(-8.2%)

ゼネコン・
デベロッパー系
4,400（-8.6%)

小売系
（家電量販店、ホームセンター、百貨店等）

2,050(+5.7%)

インターネット
事業者

280(-5.1%)

自社物件のアフターメンテナ
ンスが多い。戸建住宅のリ
フォームを中心に、フラン
チャイズ展開も図る。

戸建住宅から集合住宅まで総
合的な提案・フォローを実施。
フランチャイズ展開による促
進を図る。

自社商品の利用促進となる
水廻りリフォームが中心。

塗装工事業、内装
工事業等、自己の
主業を軸に、部分
的にリフォームを
受注。

戸建住宅及び集合住宅の専有
部分を中心に、大規模リ
フォームから小規模の修理・
補修まで受注。地域密着で小
規模事業者が多い。

小売業として取り扱う設備・内
装等の修理・取替からリフォー
ムまで工事を受注。

自社商品の利用促進となる
設備機器の更新を主体とし
た水廻り工事、生活の電化
等が多い。元請として総合リフォー

ムを展開しているところ
が多い。

主に中古集合住宅を一棟
丸ごと、あるいは戸単位
で買取り、全面改修の上
で再販。

インターネット
を 活 用 し た 設
備 ・ 建 材 の 販
売・施工。

リフォーム専業系
5,320(-3.3%)

（資料） リフォーム事業による売上高【単位：億円（対前年比）】は、株式会社富士経済「新・住宅リフォーム市場の全貌とビジネス戦略分析2015」から引用。
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居住環境の個別要素に対する不満率

注 平成25年調査では、従前の「火災・地震・水害などに対する安全」を「災害時の避難のしやすさ」、「水害・津波の受けにくさ」、「火災の延焼の防止」に分けて調査した。ここでは、従前の
調査結果を「火災の延焼の防止」と並べて表示した。
出典：住生活総合調査
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現在住んでいる住宅の周辺環境に対する満足度

○公共交通機関や買物施設等へのアクセスの良さや、災害や交通に関する安全性、医療、教育環境、子どもの遊び場等の充実、親・子・親戚等の住宅との距離に
対する満足度は、大都市圏が地方圏を上回る。

○騒音、大気汚染等の少なさ、近隣住民やコミュニティとの交流・つながり、景観の良さに対する満足度は、地方圏が大都市圏を上回る。
○現在住んでいる住宅の周辺環境に関する多くの項目に対して、大都市圏・地方圏とも満足している割合が60％以上を占めている。

注：大都市圏は住生活基本法施行令で定める都道府県（茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県）が対象。
地方圏はそれ以外を指す。

出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成

医療・福祉・介護施
設の充実

教育環境の充実
子どもの遊び場、
公園等、子育て環境

の充実

親・子・親戚等の住
宅との距離

近隣住民や
コミュニティとの
交流・つながり

景観の良さ

15% 9%

58%
55%

22%
29%

4% 8%
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騒音、大気汚染等
の少なさ

地震、台風などの災害に
対する安全性

周辺道路の歩行時等の
安全性

犯罪、交通事故等の
人災に対する安全性

公共交通機関への
アクセスの良さ

買物施設等への
アクセスの良さ

図書館、美術館、公民館
等へのアクセスの良さ
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近隣住民や地域との交流・つながりについての考えと活動への参加状況（性別年齢別）

○年齢が高くなるにつれて、近隣住民や地域との交流・つながりを持つことが必要であると考える人の割合と実際に活動に参加している人の割合が高
くなる。

○20歳代・30歳代の男性と20歳代の女性においては、近隣住民や地域との交流・つながりを持つための活動へ参加している人の割合が、他の世代に
比べ低い。

○特に、20歳代の男性においては、近隣住民や地域との交流・つながりを持つことが必要であると考える割合と実際に活動に参加している割合に乖離
がある。

近隣住民や
地域との
交流・

つながりに
対する考え

近隣住民や
地域との
交流・

つながりを
持つための
活動への
参加

男性 女性

男性 女性

48% 48%
70% 67%

82% 88%

44%
62% 69% 70%

86%
100%

注：近隣住民や地域との交流・つながりは、主に地域環境活動（ゴミ拾い・草とりなど）、町内のイベント活動（お祭り、BBQ大会、コンサートなど）、学校のイベント活動（運動会、球技大会、遠足など）を指す。
出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成


